
 「静岡県福祉のまちづくり条例」に基づく適合証交付施設の公表について 

                       静岡県厚生部福祉こども局地域福祉室 

 

 静岡県では、障害のある人やお年寄りを初め誰もが利用しやすい施設整備や思いやりの心づ

くりなど、ユニバーサルデザインの考え方や条例に基づく人にやさしいまちづくりを県民の皆

様に身近なものとしていただくため、適合証を受けた施設を冊子や県のホームページなどによ

り公表しています。 

 公表する内容は、①施設名、②施設の所在地・電話番号、③施設の用途、④車いす対応トイ

レ、車いす使用者用駐車場､障害者対応エレベーターの設置状況 などです。 

 主旨を御理解いただいた上で、公表に御承諾していただきたくよろしくお願いします｡ 

 

問１ 貴施設の公表について御回答ください。（該当する番号に○をつけてください。） 

     １ 公表してもよい         ２ 公表したくない 

    ＊「１ 公表してもよい」場合、問２～問４について御記入ください。 

 

問２ 施設名称、所在地、電話番号を御記入ください。 

  （施設名称） 

  （所在地）                 （電話番号）   -   - 

       （注）電話番号の公表を希望されない場合は（電話番号）の欄は空欄で結構です。 

 

問３ 施設の用途を下記欄の中から選んで下さい。（該当する番号に○を付けて下さい。） 

  １小売業  ２飲食店  ３ゲームセンター  ４パチンコ店  ５複合商業施設  

  ６宿泊施設  ７公衆浴場  ８プール  ９スポーツ練習場  10病院  11診療所 

  12郵便局  13銀行  14信用金庫  15社会福祉施設  16保健福祉センター   

  17体験学習施設  18生涯学習センター  19展示施設   20集会場  21公会堂  

  22庁舎  23文化センター  24警察署  25交番  26消防署  27図書館   

  28研修施設  29屎尿処理施設  30火葬場  31公園  32幼稚園  33小学校  

  34中学校  35高等学校  36専修学校  37大学  38駅舎  39自由通路   

  40立体駐車場  41葬儀会館  42霊園  43共同住宅  44農業共同組合   

  45廃棄物処理施設  46事務所施設  47その他（具体的に            ） 

 

問４ 貴施設に(１)～(３)の設備はありますか。（該当する番号に○をつけてください。） 

 （１）車いす対応トイレ         １ ある     ２ ない 

      （車いすの方が使える十分な広さがあり、手すり等が設置されているもの） 

 （２）車いす使用者駐車場        １ ある     ２ ない 

      （車椅子の方が乗り降りに十分な幅を持つ車いすマークのある駐車場） 

 （３）障害者対応エレベーター       １ ある    ２ ない 

      （車いすの方が乗れる十分な広さや専用操作盤、音声装置等が整備されているもの） 

最後に、この内容についての問合わせ先となる方を御記入ください 

  （所属・役職） 

  （お名前）             （連絡先・電話番号）   -   -     

 

     完了検査時または適合証交付時に建築担当者にお渡し下さい。 


